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農地を買って借りて規模拡大を考えている方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これから農地を売買または借り受けて規模拡大を図りたい、自分

の所有する農地の隣接地が売りに出た場合は取得したいなど、町内

で農地を買いたい借りたいと思っている方は、『あっせん譲受等候補

者名簿』への登録をお願いします。 

 希望する地区から農地の売り渡しや貸し出しの申し出があり、農

業委員会で農地のあっせんを行う場合、あっせんを受けるときには

候補者名簿の登録が必要となりますので、今後規模拡大を考えてい

る方は登録をお願いします。 

 くわしい登録方法につきましては、農業委員会事務局までお尋ね

ください。 

※ 昨年登録された方については、提出は必要ありません。（認定農業

者の更新時に内容を確認し、更新していただきます。） 

 

問い合わせ先 

安平町早来大町９５番地（役場総合庁舎２階） 

安平町農業委員会事務局 

電話：0145-22-2515 

ﾒｰﾙ：nouchi@town.abira.lg.jp 

 



　安平町農業委員会長　様

住　所

申請人

氏　名 印

１　世帯員（構成員）の農業従事状況

２　経営状況

種  類 頭羽数

３　取得希望条件

地区　　

所　　在 地　目 希　望　面　積 反当り希望価格 備　　考

豚

経営形態
・水稲　・畑作　・園芸 ・酪農
・肉用牛　・軽種馬　・養豚
・養鶏　・その他（　　　　　　）

鶏

計 乾燥機

採草放牧地 田植機 軽種馬

畑 コンバイン

所 有 地 借 入 地 計 種  類 数 量

田 トラクター

経 営 農 地 等 面 積（㎡）

（世帯構成員） 日　　数

令和　　年　　月　　日

あっせん譲受等候補者名簿登録申請書

氏　　名
続　柄 年齢(満)

農業従事
農業者年金加入 備　考

乳牛

肉牛

大農機具所有状況 家畜所有状況

地区　　

区 分

























人・農地プランから地域計画へ

１

このため、①⼈・農地プランを法定化し、地域での話合いにより⽬指すべき将来の
農地利⽤の姿を明確化する地域計画を定め、②それを実現すべく、地域内外から
農地の受け⼿を幅広く確保しつつ、農地バンクを活⽤した農地の集約化等を進
めるため、基盤法等の改正法が令和５年４⽉1⽇に施⾏されました。
これまで地域の皆さんのご努⼒で守り続けてきた農地を、次の世代に着実に引き

継いでいくため、農作業がしやすく、⼿間や時間、⽣産コストを減らすことが期待できる
農地の集約化等の実現に向け、「将来、地域の農地を誰が利⽤し、農地をどうまとめてい
くか」、「農地を含め、地域農業をどのように維持・発展していくか」、若年者や⼥性を
含む幅広い意⾒を取り⼊れながら、地域の関係者が⼀体となって話し合ってくだ
さい。
なお、本マニュアルはあくまで地域計画の策定のご参考として作成したものであり、

これまで地域で取り組んできたやり⽅に沿って取り組みを進めてくださって結構
です。

人・農地プラン
（地域農業の将来の在り方）

地 域 計 画
（地域農業の将来の在り方＋目標地図）

これまで、地域での話合いにより、⼈・農地プランを作成・実⾏してきていただいて
きましたが、今後、⾼齢化や⼈⼝減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡⼤し、
地域の農地が適切に利⽤されなくなることが懸念される中、農地が利⽤されやす
くなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。



地域計画の策定・実行までの流れ

プランを確認

地域の実情に応じて、担い⼿を中⼼とする
受け⼿による話合いの場を設ける
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これまでの⼈・農地プランを⼟台に調整

地域計画の策定・実⾏

基本構想を策定している市町村は、市街化区域（他の農⽤地と⼀体として農業上の利⽤が
⾏われる農⽤地は除く）等を除いた区域を対象に地域計画を策定します。

※⼈・農地プランとして取り扱う同種取決めは廃⽌



協議の場の設置に向けた調整

市町村は、⼈・農地プランの実質化において設定した「地域の話合いの場」を基本に、
地域農業の将来の在り⽅を検討するため、幅広く関係者に参加を呼びかけ、関係者それぞれが
役割を担いながら、実りのある協議が展開されるよう準備しましょう。
市町村は、中⼼となる関係機関と次のページを参考に役割分担を⾏い、地域の実情に応じて、農業

の担い⼿や多様な経営体、農業⽀援サービス事業者（※1）、さらには、隣の集落の担い⼿や
新規就農者、農業法⼈、企業など市町村などに参⼊の相談があった者や関連する組織（※2）

にも声をかけ、地域の農業、地域づくりに向けた話合いに、積極的に参加いただくよう配慮してくだ
さい。
【幅広い関係者の例】
・集落の代表者︓集落に居住する者の代表として、今後の地域の⽅向性に対する意⾒
・認定農業者等の担い⼿︓地域の農地の受け⼿として農業⽣産や集約化に向けた意⾒
・農地所有者の代表者︓農地の出し⼿を代表して貸付けの意⾒や後継者の状況の意⾒
・若年者や⼥性︓将来の農業を担う者（後継者も積極的に参加）、地域で働きやすく

暮らしやすい環境の整備等に対する意⾒
・隣の集落の担い⼿︓⼊り作に向けた意⾒や地域との信頼関係の構築
・新規就農者︓地域農業や農業⽣産に対する意⾒や地域との信頼関係の構築
・農業法⼈・企業︓参⼊に当たっての意⾒や地域との信頼関係の構築
・畜産農家︓飼料の供給や堆肥の供給などに関する意⾒

＜協議の場の設置に向けた調整＞

（※2）農業法⼈協会・認定農業者協議会・全国稲作経営者会議・ＪＡ⻘年組織・４Hクラブ・⼥性農業者グループのメンバー、普及指
導センター、農産物の販売先となる事業者、農村型地域運営組織（農村RMO）、特定地域づくり事業協同組合、⾃治会 など

３

（※1）農業者等からの農作業受託等、農業を⽀援するサービスを提供する事業者

協議の場には、家族の代表者以外にも、後継者や配偶者の⽅も参加するよう呼びかけましょう。
また、協議の開催⽇時や場所をホームページや広報誌、町内放送等により周知しましょう。



関係機関の役割例

市町村は、これまでの⼈・農地プランの実質化の取組を踏まえ、関係機関の役割分担に
ついて、関係機関と調整・確認し、明確化しましょう。

都道府県 市町村 農業委員会 農地バンク JA 土地改良区

全体に係わる役割

○都道府県内の進捗管理
○市町村のサポート

○新規就農者などの情報収
集（支援センター）
○基本方針の変更

○都道府県段階の関係機関
との連絡協議会等の設置

○全体のマネージメント（進
行管理・調整役）
○基本構想の変更

○市町村段階の各種計画・
協定の洗い出し

○促進計画（バンク計画）案
を求めに応じて作成

○農地利用最適化活動（農
地バンクへの貸付けの働き
かけ（段階を問わず実施））

○促進計画（バンク計画）の
作成の要請

○地域外の受け手の情
報収集・意向把握、地域
への提供

○促進計画（バンク計画）
による利用権設定等

○地域農業振興計画等
の実践
○組合員への情報提供

○水利に関する調整
○土地改良施設の保全

協議の場

○普及指導員の派遣等

○新規就農者などの情報提
供（支援センター）

○農業農村整備事業の事業
計画に関する情報提供

〇協議の場の運営
○コーディネーターの派遣

○新規就農者や後継者など
の情報提供
○担い手の協議の場の設置

○農地の出し手・受け手の
意向把握・情報提供

○新規就農者や後継者の
把握・情報提供

○遊休農地、所有者不明農
地の把握・情報提供
○担い手の協議への協力

○地域外の受け手の情
報収集・意向把握、地域
への提供

○地域農業振興計画等
に関する情報提供

○組合員の経営意向の
把握・提供

○担い手の協議への協
力

○土地改良事業・施設改修
の計画

○土地改良施設の整備状
況に関する情報提供

○組合員の経営意向の把
握・提供
○担い手の協議への協力

地域計画の策定

○地域計画の普及・推進
○地域計画の進捗管理
○優良事例の収集

○地域計画（目標地図を含
む）の策定・随時見直し

○進捗状況を都道府県と共
有

○目標地図の素案を求めに
応じて作成
○上記を踏まえた意見具申

○上記を踏まえた意見具
申

○上記を踏まえた意見
具申

○上記を踏まえた意見具申

地域計画の実行

○新規就農や経営継承等へ
の支援による担い手の確保・
育成

○農業農村整備事業などの
関連事業の実施

○新規就農や経営継承等
への支援による担い手の確
保・育成

○農業農村整備事業などの
関連事業の活用

○農地利用最適化活動（農
地バンクへの貸付けの働き
かけ（段階を問わず実施））

○集積・集約化の調整活
動（所有者等への利用権
等設定協議の申入れ）

〇新規就農や経営継承、
労働力（農作業受託）等
への支援による担い手
の確保・育成

○土地改良事業・施設改修
の実施

４

役割分担は、実態に応じて柔軟に設定しましょう。



都道府県段階での役割例

都道府県段階において連絡協議会等を定期的に開催し、地域計画の策定・検討状況の情報
共有を⾏いましょう。その際、関係機関における役割分担も明確にして、市町村と積極的に
連携するための体制を整えましょう。

都道府県 農業委員会NW機構
（農業会議） 農地バンク ＪＡ県中央会 都道府県

⽔⼟⾥ネット

〇連絡協議会等の定期開催

〇地域計画の策定・検討状況
の把握

〇優良事例の収集

〇意向把握や⽬標地図の素案
作成への⽀援

〇担い⼿不⾜の地域への受け
⼿の紹介

〇農委事務局との連絡調整

〇現地相談員の活動状況の把
握

〇担い⼿不⾜の地域への受け
⼿の紹介

〇ＪＡ及び組合員への協議参
加の呼び掛け

〇県⼤会決議等の県域⽅針の
情報提供

〇組合員への協議参加の呼び
掛け

〇⼟地改良事業の情報提供

各組織内での働きかけ
○地域計画の策定状況の把握と共有
○優良事例の共有と分析
○未策定地域への積極的な関与

５

都道府県

農地バンク農業会議

JA県中央会 ⽔⼟⾥ネット

連絡協議会
構成例

話合いへの関与



協議の場で活用する資料例

協議の場では、作成済みの⼈・農地プランや中⼭間地域等直接⽀払制度などの協定内容を⼟台に協議
を進めましょう。その際、関係者は、役割分担に応じた資料を持ち寄り、情報共有し合いましょう。

都道府県 市町村 農業委員会 農地バンク JA ⼟地改良区

①都道府県の⽅針
に関する資料
②地域計画の優良
事例
③農業農村整備
事業などの事業計
画
④関連事業に関す
る資料

①⼈・農地プラン（現
況地図を含む）や参
考となる計画

②地域計画策定まで
のスケジュール

➂域内への参⼊意向
を有する新規就農者
等の資料

④関連事業に関する
資料

①現況地図
（農地の出し⼿・
受け⼿の意向・年
齢、後継者の有
無の状況、遊休
農地などを反映し
た地図）

②農地の保有及
び利⽤の状況、農
地の所有者並び
に担い⼿等の農
業上の利⽤の意
向等の情報

①域内への参⼊意
向を有する地域外
の農業者等の資料

②地域の契約状況
に関する資料（賃
料、期間など）

①地域農業振興
計画等JAの基本
計画に関する資料

②組合員の経営意
向に関する資料

③新規就農⽀援や
経営継承⽀援、労
働⼒⽀援等による
担い⼿の確保に関
する資料

①⼟地改良事業・
施設改修の計画

②⼟地改良施設の
整備図や改修予定
図

６

上記を参考に、地域の実情に応じて、資料を⽤意しましょう。
例えば、協議に参加する農業⽀援サービス事業者の⽅は、農作業受託に関する資料を提供しましょう。

【参考となる計画】
・⽔⽥収益⼒強化ビジョン
・中⼭間地域等直接⽀払交
付⾦の集落協定書
・多⾯的機能⽀払交付⾦の
事業計画書
・農業農村整備事業の事業
計画
・果樹産地構造改⾰計画
など

農地の出し⼿・受け⼿の意向把握は、家族の代表者以外
にも、後継者や配偶者の⽅の意向も確認しましょう。



協議の場の進め方①

市町村は、⼈・農地プランの取組を参考に協議の場に関係者の参加を幅広く呼びかけ、作成済み
の⼈・農地プラン等を⼟台に、協議を進めましょう。その際、市町村は「地域計画は、地域の意向
を取りまとめ、公表する」ものであることを周知しましょう。

７

協議を進めるにあたっては、①担い⼿が地域に⼗分存在するときは、担い⼿を中⼼とする
受け⼿の話合いを設け、将来の農地の集積・集約化の⽅向性を確認し、②担い⼿がいない、
話合いの⼟台がない、或いは話合いが低調な場合には、幅広い関係者で時間をかけて丁寧
に協議を進めていきましょう。

なお、協議の場には、すべての関係者が参加する必要はありませんが、集落の代表者や後継者、多様な
経営体などの意⾒が汲み取れるよう配慮するとともに、意⾒が⾔いやすい雰囲気づくりに努めましょう。

特に、受け⼿の意向を⼗分に踏まえ、農地を集約化した上で作業をしやすくする、出し⼿が保全管理へ参画す
るなど受け⼿の農業経営に⽀障が⽣じないよう配慮しましょう。

また、地域農業再⽣協議会における⽔⽥収益⼒強化ビジョンの策定や⽔⽥の畑地化に向けた話合い、中⼭間
地域等直接⽀払交付⾦の集落協定、農業農村整備事業に関する事業計画、果樹産地構造改⾰計画、有機農
業の管理協定などの既存の協議の場の活⽤や活性化法※の協議会と⼀体的に推進するよう努めましょう。

＜協議を進めるにあたって＞

＜協議の場の区域＞
市町村は、これまでの⼈・農地プランの範囲や地域の歴史的まとまりの経緯を参考に、協議の場の

区域を設定します。
⇒⾃然的経済的社会的諸条件を考慮した区域 ︓ 集落 ・ 隣接した複数の集落 ・ ⼤字 ・ 旧⼩学校区
なお、協議が⾏われる区域は、農業振興地域を中⼼に農業上の利⽤が⾏われる区域を想定しています。協議を⾏う区域の設定は市町村の判断による

ものであり、例えば、農業振興地域を有さないような区域に関しては、協議の対象外とすることも可能です。

※農⼭漁村の活性化のための定住等及び地域間
交流の促進に関する法律

令和5年度から地域計画は、⼀定の条件を満たせば中⼭間地域等直接⽀払交付⾦の集落戦略、多⾯的機能⽀払交付⾦の
地域資源保全管理構想とみなすことができます。



協議の場の進め方②

話合いの⼟台があり、担い⼿が既に確保され、地域農業の⽅向性がある程度⽰されているなど以
下の⽅針例の場合には、計画の案を⽰した上で参加者の意⾒を取りまとめるプレゼンテー
ション⽅式（対話型説明会、セミナーなど）を活⽤するなどにより、少ない回数で取り
まとめても構いません。

＜協議の進め⽅のポイント＞

①個別経営への農地の集約 ②集落営農組織の体制強化 ③個別経営と集落営農組織の連携強化

・個別経営体ごとに農地を集約
・地域住民が水路、道路を管理

・集落営農の法人化
・構成員の世代交代を円滑化
・若年者、女性等の人材で活性化

・集落営農組織と個別経営体
との棲分け
・作業委託、期間借地等で相
互に補完

⼀⽅、話合いの⼟台がない、⼜は話合いが低調な、或いは担い⼿がいない地域においては、関係
者による話合いをベースとしたワークショップ（話合いによる合意形成、座談会など）
を活⽤し、次の項⽬を踏まえ、地域の将来の在り⽅や地域づくりなどを話題に、段階を踏ん
で取りまとめることも考えられます。

＜⽅針例＞

８

集落営農組織
全域を経営

集落営農組織A経営体

B経営体

C経営体
D経営体 A経営体

B
経
営
体

C
経
営
体

水稲・大豆等の作付け

新規作物
の作付け

補完


